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○期末手当及び勤勉手当の運用について

（昭和３８年１２月２４日岡人委第６６８号通知）

（沿革）

昭和３９年 ３月１３日第８２０号 昭和４０年１２月２８日第５６１号

昭和４３年１２月２６日第７７８号 昭和４５年１２月２３日第４１９号

昭和４９年１２月 １日第２９５号 昭和５６年 ５月１８日第 ５５号

昭和６２年 ４月 １日第 ４号 昭和６３年 ４月 １日第 １１号

平成 元年 ４月 １日第 １０号 平成 ２年１２月２６日第２２１号

平成 ４年 ３月２７日第３５９号 平成 ４年 ７月 ７日第１０１号

平成 ４年１２月２２日第２１１号 平成 ５年 ４月 １日第 ６号

平成 ６年 ４月 １日第 １１号 平成 ６年 ９月２０日第１８９号

平成 ６年１２月２７日第２８６号 平成 ７年 ２月１４日第３３７号

平成 ９年 ４月 １日第 ２号 平成 ９年１２月２２日第１９５号

平成１０年 １月２３日第２０７号 平成１１年 ４月 １日第 ７号

平成１２年 ３月３１日第２９９号 平成１２年１２月２２日第２２９号

平成１３年 ３月３０日第３１３号 平成１３年 ７月２４日第１０５号

平成１３年１２月２１日第２１８号 平成１４年 ４月 １日第 ６号

平成１４年１２月２０日第２８１号 平成１６年１１月３０日第１４１号

平成１７年 ３月２５日第２１２号 平成１７年 ６月 １日第 ４０号

平成１７年１１月２９日第１３９号 平成１８年 ３月２４日第１９４号

平成１９年 ３月３０日第２１０号 平成１９年 ５月 ８日第 ２６号

平成１９年１２月２５日第１６０号 平成１９年１２月２５日第１６８号

平成２０年 ２月 １日第１８８号 平成２０年 ３月１８日第２１５号

平成２１年 ３月３１日第１９９号 平成２１年 ３月３１日第２０２号

平成２１年１１月３０日第１３１号 平成２２年 ２月 ９日第１５８号

平成２２年 ３月３０日第１９１号 平成２２年１１月３０日第１６１号

平成２３年 ３月 ８日第２２０号 平成２３年１２月２７日第１８１号

平成２４年 ３月３０日第２３３号 平成２４年１１月３０日第２１８号

平成２５年 ２月２６日第２７１号 平成２６年 ３月２４日第２６１号

平成２６年１２月２２日第２４５号 平成２７年 ３月２０日第３２０号

平成２８年 ３月２２日第２９６号 平成２８年 ４月 ６日第 １０号

平成２８年１２月２２日第２２８号 平成２９年 ３月２１日第２６８号

平成２９年１２月２６日第２５９号 平成３０年 ３月 ６日第３０３号

平成３０年１２月２５日第３２６号 平成３１年 ３月 ５日第３７３号

令和 元年１０月 ４日第２３０号 令和 元年１１月１２日第３０２号

令和 元年１２月２４日第３６０号 令和 ２年 ２月２１日第４００号

令和 ３年 ３月３１日第３８１号 令和 ４年 ９月３０日第１９１号

令和 ４年１２月２３日第２７４号 令和 ５年 ２月１７日第３０６号

令和 ５年 ３月 ３日第３２７号 令和 ５年１２月２６日第２６７号
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令和 ６年 ２月１６日第２９０号 令和 ６年 ３月２９日第３１５号

令和 ６年１２月２４日第２７４号 令和 ７年 ３月２１日第３４８号

令和 ７年１２月２３日第２６７号 改正

岡山県職員給与条例（昭和２６年岡山県条例第１８号。以下「給与条例」

という。）並びに期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３８年岡山県人

事委員会規則第２３号。以下「規則」という。）の運用について次のように

定めたので、通知します。

なお、これに伴い勤勉手当の支給基準について（昭和２９年岡人委第７９

８号通知）及び期末手当及び勤勉手当の支給について（昭和２９年岡人委第

７９９号通知）は廃止します。

記

１ 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となつた者は、

給与条例第１９条第１項及び第１９条の４第１項の「それぞれ在職する」

職員に含まれる。

２ 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるとこ

ろによる。

一 給与条例第１４条、職員の育児休業等に関する条例（平成４年岡山県

条例第３号）第２５条又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

（昭和２６年岡山県条例第５８号）第９条の２第３項（同条例第９条の

３第３項及び第９条の４第３項において準用する場合を含む。）の規定

により給与が減額される場合には、減額前の給与月額

二 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和６３年岡山県条例第１０号）第２条第１項の規定により派遣され

た職員の場合には、同条例第４条の規定により定められた支給割合を乗

じない給与月額

３ 規則第３条第３号及び規則第６条第１項第７号の「人事委員会の定める

もの」は、期末手当及び勤勉手当（これらに相当する給与を含む。この項

において同じ。）の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての

在職期間の通算を認めている国、行政執行法人（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人をい

う。）及び他の地方公共団体、独立行政法人（同法第２条第１項に規定す

る独立行政法人で、同条第４項に規定する行政執行法人を除く。）、国立

大学法人等（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項
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に規定する国立大学法人及び同条第３項に規定する大学共同利用機関法人

をいう。）、特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法

律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。）

並びに一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第８条第１項第５号に

規定する一般地方独立行政法人をいう。）の職員とする。

４ 規則第４条の２第３号及び第４号の「人事委員会の定めるもの」は、そ

れぞれ次に掲げる職員とする。

一 研究職給料表の等級５級の職員のうち、工業技術センター所長又は農

林水産総合センター畜産研究所長の職にある職員

二 医療職給料表（一）の等級４級の職員のうち、保健医療統括監、備前

保健所長、備中保健所長又は美作保健所長の職にある職員

５ 規則第４条の３第３項の「人事委員会が別に定める区分」及び「人事委

員会が別に定める割合」は、次の各号に掲げる職員の区分及び当該各号に

定める割合とする。

一 給与条例の適用を受ける職員として在職した期間（臨時的任用の期間

を除く。以下この項及び第９項において同じ。）が１５年以上である職

員 １００分の５（給与条例の適用を受ける職員として在職した期間が

２６年以上である職員にあつては、１００分の１０）

二 任用の事情等を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員 １００

分の５

６ 前項第１号に掲げる職員のうち人事委員会が特に必要と認める職員の規

則第４条の３第３項の「人事委員会が別に定める割合」は、前項第１号に

定める割合に１００分の５を加えた割合とする。

７ 規則別表第１の職員欄の「人事委員会が定める職員」は、それぞれ次に

掲げる職員とする。

一 公安職給料表の等級３級の職員のうち、巡査部長である職員

二 教育職給料表（一）、教育職給料表（二）又は小学校・中学校教育職

員給料表の等級２級の職員のうち、基準日現在（基準日前１箇月以内に

退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。

次項第３号において同じ。）の経験年数が１０年（大学４卒）以上であ

る職員

三 研究職給料表の等級２級の職員のうち、高度の知識又は経験を必要と

する業務を行う技師の職務にある職員以外の職員

８ 規則別表第１の加算割合欄の「人事委員会が別に定める職員」は、それ

ぞれ次に掲げる職員とする。

一 教育職給料表（一）の等級４級の校長、教育職給料表（二）の等級４
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級の校長又は小学校・中学校教育職員給料表の等級４級の校長のうち、

学校の規模、所掌する業務の困難性等を考慮してあらかじめ人事委員会

の承認を得て定める基準に従い選定した職員

二 教育職給料表（一）の等級３級の教頭、教育職給料表（二）の等級３

級の教頭又は小学校・中学校教育職員給料表の等級３級の教頭のうち、

学校の規模、所掌する業務の困難性等を考慮してあらかじめ人事委員会

の承認を得て定める基準に従い選定した職員

三 教育職給料表（一）の等級２級の職員、教育職給料表（二）の等級２

級の職員又は小学校・中学校教育職員給料表の等級２級の職員のうち、

基準日現在の経験年数が２４年（大学４卒）以上である職員

四 研究職給料表の等級５級の職員のうち、工業技術センター所長又は農

林水産総合センター畜産研究所長の職にある職員

五 医療職給料表（一）の等級４級の職員のうち、保健医療統括監、備前

保健所長、備中保健所長又は美作保健所長の職にある職員

９ 規則別表第１の備考第３項の「人事委員会が別に定めるもの」は、給与

条例の適用を受ける職員として在職した期間が２６年以上である職員とす

る。

10 第７項第２号及び第８項第３号の規定中括弧書を付して示される年数は、

括弧書中に規定する学歴免許等の資格（初任給、昇格、昇給等の基準に関

する規則（昭和４９年岡山県人事委員会規則第３号）の規定の適用に係る

学歴免許等の資格をいう。以下この項において同じ。）を有する者に係る

年数を表すものとし、括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格

（以下この項において「基準となる学歴」という。）以外の学歴免許等の

資格を有する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲

げる年数をその者に係る年数とする。

一 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第３の修学年数調整表

の学歴区分欄の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学年数

欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同

欄の年数から減じた年数（以下この項において「調整年数」という。）

が正となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数から調整年数を減

じた年数

二 調整年数が零となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数

三 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整

年数を加えた年数

11 第７項第２号及び第８項第３号の「基準日現在の経験年数」の算定につ

いては、基準日を含む期間について経験年数を算定する。
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12 規則第５条第２項第２号イ及びロの「育児休業の承認に係る期間」とは、

基準日以前６箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承

認を受けた期間の初日から末日（育児休業の期間の延長の承認を受けた場

合にあつては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が

効力を失い、又は取り消された場合にあつては当該承認が効力を失つた日

の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。）までの期間をいう。

13 給与条例第１９条の３第２項に規定する書面（次項において「一時差止

処分書」という。）の様式は、任命権者の定めるところによる。

14 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 「一時差止処分書」の文字

二 被処分者の氏名

三 一時差止処分の内容

四 一時差止処分を発令した日付

五 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏

名及び公印

15 前項第３号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たつては、

次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入する

ものとする。

一 期末手当を一時差し止める場合

「ア（根拠条項を表示する。以下この項において同じ。）により、期末

手当の支給を一時差し止める。」

二 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

16 給与条例第１９条の３第７項に規定する説明書は、別紙の様式によるも

のとする。

17 規則第５条、第６条、第１１条及び第１２条の期間の計算については、

次に定めるところによる。

一 月により期間を計算する場合は、民法第１４３条の例による。

二 １月に満たない期間が２以上ある場合は、これらの期間を合算するも

のとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は３０

日をもつて１月とし、時間を日に換算する場合は７時間４５分（地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）であつ

た期間にあつては、当該期間（当該期間において週その他の一定期間を

周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあつては、当該

一定期間。以下この号において「算定期間」という。）における勤務時
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間数を算定期間における職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

（昭和３５年岡山県人事委員会規則第１６号）第２条第１項の規定の適

用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に７．７５を乗じて得た時

間）をもつて１日とする。

三 前号の場合における病気休暇及び介護休暇の期間を計算する場合は、

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第２条第１項の規定により

勤務時間が１日につき７時間４５分（前号括弧書に規定する勤務形態の

短時間勤務職員にあつては、同号括弧書の規定により求めた時間）とな

るように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日については、

日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

四 前３号の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務

をしている職員及び同法第１７条の規定による短時間勤務をしている職

員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）として在職した期間にお

ける規則第１１条第２項第４号に規定する期間を計算する場合は、日又

は月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た

時間については、時間を日に換算するときは７時間４５分をもつて１日

とし、日を月に換算するときは３０日をもつて１月とする。

五 前４号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期

間における病気休暇及び介護休暇の期間を計算する場合は、日又は月を

単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間に

ついては、時間を日に換算するときは７時間４５分をもつて１日とし、

日を月に換算するときは３０日をもつて１月とする。

六 前各号の規定により得られた期間に７時間４５分（第２号括弧書に規

定する勤務形態の短時間勤務職員にあつては、同号括弧書の規定により

求めた時間）未満の期間が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

七 短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等であつた期間のうち、第２

号から第５号までの規定により難い期間の計算については、あらかじめ

人事委員会に協議するものとする。

18 規則第１３条及び第１３条の２に規定する勤務成績の証明は、当該職員

の人事評価、勤務評定その他当該職員の勤務成績を判定するに足ると認め

られる事実に基づいて行うものとする。なお、基準日以前における直近の

人事評価の結果がない等の理由により勤務成績の証明が得られない場合は、

規則第１３条第１項第１号ハ、第２号ロ又は第１３条の２第１項第２号に

掲げる「勤務成績が良好な職員」に該当するものとして取り扱うことがで

きる。
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19 規則第１３条第１項第１号ニ及び第２号ハ並びに第１３条の２第１項第

３号に掲げる「勤務成績が良好でない職員」は、前項で定める勤務成績の

証明により該当することとなる職員及び基準日以前６箇月以内の期間にお

いて次に掲げる場合に該当する職員とする。ただし、第１号又は第２号に

掲げる場合に該当する職員で、第１号に該当することとなつた懲戒処分を

受けた日又は第２号に該当することとなつた矯正措置を受けた日の直前の

基準日以前において当該懲戒処分又は矯正措置の直接の対象となつた事実

に基づき規則第１３条第１項第１号ニ若しくは第２号ハ又は第１３条の２

第１項第３号に掲げる「勤務成績が良好でない職員」に該当したもの（当

該事実以外の事実に基づき基準日以前６箇月以内の期間において次に掲げ

る場合に該当したことがない職員に限る。）については、当該「勤務成績

が良好でない職員」に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当

の額を考慮して、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる「勤務成績

が良好でない職員」に該当しないものとして取り扱うことができる。

一 懲戒処分を受けた場合

二 訓告その他の矯正措置（勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるも

のとして各任命権者があらかじめ指定するものを除く。）を受けた場合

三 正当な理由なく勤務を欠いた場合

四 その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受け

たにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見ら

れた場合又はこれに相当すると認められる場合

20 第１９項第１号に掲げる場合に該当する職員の成績率は、次の各号に掲

げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で定めるものと

する。ただし、同項ただし書に規定する職員のうち、同項ただし書の規定

の適用を受けないものの成績率は、当該「勤務成績が良好でない職員」に

該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の成績率を考慮して、

相当と認めるときは、次の各号に定める割合以外の割合で定めることがで

きる。

一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応

じて、それぞれ次に定める割合

(1) (2)に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、そ

れぞれ次に定める割合

ア 停職の処分を受けた職員 １００分の３９以下（特定幹部職員に

あつては、１００分の３２．５以下）

イ 減給の処分を受けた職員 １００分の４９．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５３以下）
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ウ 戒告の処分を受けた職員 １００分の６０以下（特定幹部職員に

あつては、１００分の７５以下）

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年岡山県条例

第３５号）第７条第１項の給料表の適用を受ける職員（以下「特定

任期付職員」という。） 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞ

れ次に定める割合

ア 停職の処分を受けた職員 １００分の３０以下

イ 減給の処分を受けた職員 １００分の４０以下

ウ 戒告の処分を受けた職員 １００分の５０以下

二 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それ

ぞれ次に定める割合

(1) 停職の処分を受けた職員 １００分の２１．５以下（特定幹部職員

にあつては、１００分の１６以下）

(2) 減給の処分を受けた職員 １００分の２７以下（特定幹部職員にあ

つては、１００分の２６．５以下）

(3) 戒告の処分を受けた職員 １００分の３２以下（特定幹部職員にあ

つては、１００分の３７以下）

21 第１９項第２号に掲げる場合に該当する職員の成績率は、次の各号に掲

げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で各任命権者があ

らかじめ定める割合によるものとする。ただし、同項ただし書に規定する職

員のうち、同項ただし書の規定の適用を受けないものの成績率は、当該「勤

務成績が良好でない職員」に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉

手当の成績率を考慮して、相当と認めるときは、次の各号に定める割合以外

の割合で定めることができる。

一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応

じて、それぞれ次に定める割合

(1) (2)に掲げる職員以外の職員 １００分の６０超１００分の７０．

５未満（特定幹部職員にあつては、１００分の７５超１００分の９

０．５未満）

(2) 特定任期付職員 １００分の５０超１００分の６０以下

二 定年前再任用短時間勤務職員 １００分の３２超１００分の３７．５

未満（特定幹部職員にあつては、１００分の３７超１００分の４７．５

未満）

22 規則第１３条第３項の人事委員会が定める割合は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じて、それぞれ各任命権者がその成績率を定める職員の総数

に占める次に定める割合以上の割合とする。ただし、これによることが著
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しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、各任命権者は、

あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

一 特定幹部職員以外の職員 １００分の３０（そのうち規則第１３条第

１項第１号イに掲げる職員に係る割合については、１００分の５）

二 特定幹部職員 １００分の２８（そのうち規則第１３条第１項第１号イ

に掲げる職員に係る割合については、１００分の３）

23 各任命権者は、規則第１３条第１項及び第１３条の２第１項の規定によ

り職員（特定任期付職員を除く。）の成績率を定めるに当たつては、次の

各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が当該各号に定める額

を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、これによることが著しく

困難であると認められる特別の事情がある場合には、各任命権者は、これ

らの規定及びこの項の規定の趣旨に照らし合理的に必要と認められる範囲

内において、別段の取扱いをすることができる。

一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

(1) 特定幹部職員以外の職員 各任命権者に所属する給与条例第１９条

の４第１項の職員（特定幹部職員を除く。）の勤勉手当基礎額に同条

第２項第１号に規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に１０

０分の１０７．５を乗じて得た額の総額

(2) 特定幹部職員 各任命権者に所属する給与条例第１９条の４第１項

の職員（特定幹部職員に限る。）の勤勉手当基礎額に同条第２項第１

号に規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に１００分の１２

７．５を乗じて得た額の総額

二 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額

(1) 特定幹部職員以外の職員 各任命権者に所属する給与条例第１９条

の４第１項の職員（特定幹部職員を除く。）の勤勉手当基礎額に、１

００分の５２．５を乗じて得た額の総額

(2) 特定幹部職員 各任命権者に所属する給与条例第１９条の４第１項

の職員（特定幹部職員に限る。）の勤勉手当基礎額に、１００分の６

２．５を乗じて得た額の総額

24 各任命権者は、規則第１３条第１項の規定により特定任期付職員の成績

率を定めるに当たつては、各任命権者に所属する給与条例第１９条の４第１

項の職員の勤勉手当の額の総額が当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９

０を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。

25 給与条例及び規則の運用に関し、この通知により難い場合は、各任命権
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者は、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。


